公民館利用団体の登録・予約について
　行政センター(公民館)を定期的に利用するためには登録が必要です。

下記の説明をよく読んで、登録してください。

１　利用する団体等の要件
　　　利用団体等は、次の要件を満たし、施設を定期的に利用して社会教育活動を続ける団体・サークルとします。

（１）概ね5名以上で構成し、半数以上が市内在住または在勤者であること。

（２）名称に家元・流派の名称等を使用していないこと。

（３）組織、活動内容、会費等についての定め及び会員名簿があること。

（４）会員の加入・脱退については個人の自由意志とし、常に公平・平等の民主的運営が行われていること。

２　利用上の留意事項

利用団体等は、次の事項を遵守して施設等を利用してください。
（１）秩序を維持し、施設及び設備を損傷しないこと。
（２）営利を目的とする行為をしないこと。
（３）政治的又は宗教的活動をしないこと。
（４）他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
（５）許可を受けないで物品の展示及び販売並びに印刷物等の掲示をしないこと。
（６）火災、盗難その他災害の防止に配意すること。
（７）その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
　※管理上必要がある場合は、利用中に職員が立ち入ることがあります。

　　ご了承ください。

３　利用登録

施設を利用しようとする団体は、あらかじめ主に利用する公民館等に登録するものとします。なお、登録期間は１年間（４月１日～３月３１日までの１年度間）となります。

（1） 登録申請について

　　　　　公民館登録団体申請書、会員名簿及び会則・規約を提出してください。

　　　　　登録後、公民館等登録団体登録通知書を交付します。

　　（２）活動報告について

登録団体は、１年間の活動が終了しましたら翌年度の４月３０日までに公民館登録団体報告書を提出してください。

　　（３）登録の取消しについて

　　　　　利用する団体等の要件や利用上の留意事項に反したときは、登録を取消す場合があります。

４　謝礼金・材料費・会費等

　　　公共施設でのサークル活動であるため、講師謝礼金等については、次の範囲内でお願いいたします。

　　（１）講師謝礼金は、公民館等の謝礼基準に準じて1時間３，０００円以下とし、

月額３６，０００円を超えないこと。

例１　１回の活動時間が３時間、月４回活動

　　　１時間3,000円×１回３時間×月４回＝月額36,000円

例２　１回の活動時間が２時間、月２回活動

　　　１時間3,000円×１回２時間×月２回＝月額12,000円

　　（２）材料費は、１人月額平均３，０００円以下とすること。

　　（３）会費は、月額２，０００円以下とすること。

　　（４）入会金は、徴収しないこと。

　　　　　

５　利用申請(予約)

　　（１）予約ができるのは、利用する月の３か月前から利用する日の３日前までです　(土・日・祝日を除く)。
          この間のうち２か月前の末日(5/29)までは予約枠が確保してあります。
　　　　　つまり、定例の使用(登録どおりの使用)の場合、３か月前の１日に急いで
　　　　　予約をしなくても２か月前の末日までに窓口に来れば予約が取れます。
　　（２）利用については、月４回まで利用できます。１か月前になれば回数制限なしの利用申請ができます（（３）と同様）。
　　（３）利用しようとする月の１か月前の時点で予約をしていない場合、枠にかかわらず先着順での予約を可とします（一般団体に解放します）。 

例　R8年度の場合(土・日・祝日を除く)　

7/10に部屋を使うには4/1～7/7までに予約が必要です。　　　　　　　　　　4/1(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7/7(火)　　　7/10(金)

　　　　　　　　　　　　　　　　予約可能期間　　　　　　　　　　申請不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 　 予約優先期間

                                      　　　　   先着順

　　　　　　　　　　　　　　　　5/29(金)～6/1(月)　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　(土日祝日を除く)

　(４) 申請の提出(申請者)は、代表者以外にも講師及び会員の方であれば可能です。

　　　　　変更や訂正等があった場合は申請者へ連絡させていただきますので、ご承知お　　　　　　　きください。　　　　　　　　

　  (５) 利用申請をするときには、公民館登録団体登録通知書の原本を提示してください。

(６) 希望する部屋が、公的(市役所、行政センター関連)事業等と重複した場合は、

公的事業等を優先させていただくことになります。ご了承ください。

　　(７) 利用終了後は、公民館利用報告書を提出してください。

(８) 部屋の予約をキャンセルする場合は、必ずご連絡ください(電話連絡可)。

